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雇用を守る
従業員シェアの活用法

従業員シェアのメリットと課題

従業員シェアの準備内容と留意点

従業員シェアの支援制度
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■■ 

コ
ロ
ナ
禍
で
活
用
が
進
む

 

　
従
業
員
シ
ェ
ア
（
在
籍
型
出
向
） 

従
業
員
シ
ェ
ア
と
は
、
出
向
元
企
業
と
出

向
先
企
業
で「
出
向
契
約
」を
結
び
、出
向
元

企
業
の
従
業
員
が
一
定
期
間
出
向
先
企
業
で

勤
務
を
行
う
こ
と
で
す
。
な
お
、
以
下
で
解

説
す
る｢

在
籍
型
出
向｣

は
、
従
業
員
シ
ェ

ア
と
同
じ
意
味
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。

１ 

需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る

　

 

雇
用
ル
ー
ル

コ
ロ
ナ
禍
で
、従
業
員
シ
ェ
ア（
在
籍
型
出

向
）
の
活
用
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
需

要
が
大
幅
に
減
少
し
た
企
業
が
一
時
的
に
事

業
を
縮
小
さ
せ
る
場
合
に
活
用
で
き
る｢

従

業
員
の
雇
用
を
維
持
し
つ
つ
人
手
不
足
等
の

他
企
業
で
働
く｣
と
い
う
、
需
要
と
供
給
の

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
雇
用
ル
ー
ル
で
す
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
業
種
等
で

は
、
経
済
回
復
し
た
際
、
出
向
先
か
ら
出
向

元（
自
社
）に
戻
る（
復
職
）こ
と
を
前
提
に

実
施
で
き
る
合
法
的
な
雇
用
形
態
と
い
え

ま
す
。

　

 

在
籍
型
出
向
は｢

出
向
元
・

２ 

出
向
先
双
方
と
雇
用
関
係｣

が
あ
る

　　　　   （
労
働
者
派
遣
と
は
異
な
る
）

在
籍
型
出
向
は｢

労
働
者
供
給｣

（
職
業

安
定
法
第
四
四
条
に
よ
り｢

業
と
し
て
行
う

こ
と
は
禁
止｣

）
に
当
た
り
ま
す
が
、
コ
ロ

ナ
禍
で
事
業
の
一
時
的
な
縮
小
を
行
う
事
業

主
が
、
前
述
の
目
的
で
出
向
さ
せ
る
場
合

は
、｢

業
と
し
て
行
う
も
の
で
は
な
い｣

と

CHAPTER
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まずは従業員シェアとは何か、具体的な例とともに解説していきます。

従業員シェアとは

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た｢

労
働
者
派
遣｣

と
も
違
い
ま
す
。在

籍
型
出
向
は
、
出
向
元
と
出
向
先
双
方
と
雇

1 在籍型出向と労働者派遣の違い

出向元 派遣元出向先 派遣先

労働者 労働者

在籍型出向
（形態は労働者供給に該当）

労働者派遣

※在籍型出向は、出向先と労働者に雇用関係があるため、労働者派遣には該当しません。

出所：「在籍型出向『基本がわかる』ハンドブック（第2版）」（厚生労働省）

出向契約
労働者派遣

契約

雇用関係 雇用関係雇用関係 指揮命令
関係

在籍型出向：出向先と労働者間の関係は「雇用関係」 
労働者派遣：派遣先と労働者間の関係は「指揮命令関係」
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用
契
約
を
結
び
、
出
向
先
企
業
の
指
揮
命
令

を
受
け
ま
す
。

一
方
、
労
働
者
派
遣
は
、
派
遣
元
の
み
と

雇
用
契
約
を
結
び
、
派
遣
先
は
雇
用
契
約
を

結
ば
ず
、
指
揮
命
令
の
み
行
い
ま
す
。
図
表

1
に
て
そ
の
違
い
を
確
認
く
だ
さ
い
。

３ 

在
籍
型
出
向
は｢

個
別
同
意｣

か

 　

｢

就
業
規
則
等
の
定
め｣

が
必
要

在
籍
型
出
向
を
命
じ
る
に
は
、
従
業
員
の

個
別
的
な
同
意
を
得
る
か
、
ま
た
は
出
向
先

で
の
賃
金
・
労
働
条
件
、
出
向
期
間
、
復
帰

方
法
等
が
就
業
規
則
等
に
よ
っ
て
労
働
者

の
利
益
に
配
慮
し
て
規
定
化
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
労
働
条
件
が
不
明
確
で
は

ト
ラ
ブ
ル
の
種
を
ま
い
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
す
。

■■  

コ
ロ
ナ
禍
で
の

  

　
在
籍
型
出
向
の
具
体
例

コ
ロ
ナ
禍
も
間
も
な
く
丸
二
年
。
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
実
例
が
あ
る
の
か
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

大
企
業
だ
け
で
な
く
中
小
企
業
で
も
活
用

事
例
が
あ
り
、
同
業
種
で
は
な
く
仕
事
内
容

に
親
和
性
が
あ
る
異
業
種
企
業
へ
出
向
し
て

い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
仕
事
内

容
を
硬
直
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
柔
軟
に

見
る
こ
と
で
自
社
で
の
活
用
の
可
能
性
が
見

え
て
き
ま
す
（
図
表
2
）。

CHAPTER 1 従業員シェアとは

2 在籍型出向の事例

旅客自動車運送業　  貨物自動車運送業

旅館・ホテル業　  食肉加工・販売・飲食業

航空運送業　  卸・小売業

出所：東京商工会議所ホームページを一部加工

※異業種ではありますが、｢運転｣でうまくマッチングした事例です。

※異業種ではありますが、｢調理｣でうまくマッチングした事例です。

※異業種ではありますが、｢接客・販売｣という｢親和性｣でうまくマッチングした事例です。

イラスト◎いしかわ ちえこ

精密部品運送会社（受け入れ企業）

レストラン（受け入れ企業）

卸・小売業（受け入れ企業）

観光バス会社（送出企業）

リゾートホテル（送出企業）

航空運送業（送出企業）

精密部品を専門として輸送している
が、運転手が慢性的に不足しており
充足できていない。観光バスの運転
手であれば、精密部品輸送に求めら
れる丁寧かつ繊細な運転が期待でき
るので、出向として受け入れたい。

食肉加工の直営レストランを経営し
ている。調理人を正社員として採用
したいと考えていたが、産業雇用安
定センターの勧めもあり、同じ地域
のお役に立つことを意図して、出向
受け入れに切り替えることとした。

新規出店を計画しているものの、新
規採用による人員確保ができていな
い。社会貢献の意図を含めて、店舗
での販売員として出向で受け入れた
い。当社の社員にも良い影響が生じ
ることを期待している。

〈 企業規模：29人以下 〉

〈 企業規模：30～ 49人 〉

〈 企業規模：5,000～9,999人 〉

訪日外国人旅行客を専門としている
が、観光バスが運転できない状況。
バス運転手を解雇してしまうとコロ
ナ後に新たに雇用しようとしても難
しいことは明らかなので、出向を活
用して雇用維持をはかりたい。

インバウンドの減少により宿泊客が
大きく減少しており、雇用過剰の状
況。これを機にレストラン部門の調
理人を新たな分野での技術習得など
人材育成ができるような形で出向さ
せたい。

コロナの影響で航空旅客取扱量が
大きく減少しており、雇用過剰とな
っている。社員の丁寧な接客姿勢が
生かせるような出向先を確保して、
雇用を維持したい。

〈 企業規模：29人以下 〉

〈 企業規模：100～299人 〉

〈 企業規模：1万人以上 〉

出向期間 5か月
出向労働者2人

出向期間 6か月
出向労働者2人

出向期間 6か月
出向労働者14人

事例 ▶ 1 

事例 ▶ 2

事例 ▶ 3
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■■  

従
業
員
シ
ェ
ア
の
メ
リ
ッ
ト

従
業
員
シ
ェ
ア
の
仕
組
み
・
具
体
例
を
見

て
き
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
企
業
で

は
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
二
〇
二
一
年
八
月
に
厚
生
労
働

省
が
調
査
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
図
表

3
）で
、出
向
元
・
出
向
先
・
従
業
員
の
三

者
の
メ
リ
ッ
ト
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

１ 

出
向
元
の
メ
リ
ッ
ト

一
時
的
な
事
業
縮
小
期
に
従
業
員
の
雇
用

が
維
持
で
き
、
需
要
回
復
時
に
必
要
な
人
員

を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
。
ま

た
雇
用
や
休
業
の
場
合
よ
り
人
件
費
負
担
を

軽
減
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
他
社
で
働

く
こ
と
で
従
業
員
が
自
社
で
は
得
ら
れ
な
い

経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
労
働
意
欲
の
維

持
向
上
、
能
力
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

２ 

出
向
先
の
メ
リ
ッ
ト

一
方
、
出
向
先
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。
自
社
従
業
員
の
業
務
負
担
が
軽
減
さ

れ
、
人
手
不
足
の
解
消
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト

は
も
ち
ろ
ん
、
出
向
元
で
活
躍
し
て
い
た
人

材
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
自
社
以
外
の
知

見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
採
用
コ
ス
ト
や
人
件
費
を
抑
制
で
き

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
出
向
元
と
の
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
で
き
、
今
後
の
連
携
（
相

CHAPTER

2 SO
U

M
U

 n
o 

M
A

N
U

A
L

SO
U

M
U

 n
o 

M
A

N
U

A
L

次に、従業員シェアにおける、出向元・出向先・従業員、
それぞれのメリットについて見ていきます。

従業員シェアの
メリットと課題

乗
効
果
）
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

■■  

従
業
員
シ
ェ
ア
に
取
り
組
む
上
で
の

 

　
課
題

実
際
に
企
業
が
従
業
員
シ
ェ
ア
を
採
用
す

る
上
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
特
に
中
小
企
業
等
多
く
の
企
業
で

は
、出
向
元
・
先
と
も
に「
出
向
」を
経
験
し

た
こ
と
が
な
い
企
業
が
ほ
と
ん
ど
で
、知
識
・

ノ
ウ
ハ
ウ
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

条
件
の
合
う
出
向
元
と
出
向
先
の
マ
ッ
チ
ン

グ
や
就
業
規
則
の
規
定
、
出
向
契
約
、
両
社

の
労
働
条
件
の
擦
り
合
わ
せ
等
、
相
応
の
時

間
と
手
間
が
か
か
り
ま
す
。

3 出向のメリット

n ＝ 336（複数回答可）出向元企業が在籍型出向を評価する理由

n ＝ 341（複数回答可）出向先企業が在籍型出向を評価する理由

n ＝ 382（複数回答可）出向労働者が在籍型出向を評価する理由

出所：「在籍型出向『基本がわかる』ハンドブック（第2版）」（厚生労働省）

● 出向元企業が受けるメリット ●

● 出向先企業が受けるメリット ●

● 出向労働者が受けるメリット ●

出向労働者の労働意欲の
維持・向上につながるため

出向労働者のキャリア形成・
能力開発につながるため

出向期間終了後、出向労働者が
自社に戻ってくることが

確実であるため

出向労働者への刺激になり
自社の業務改善や職場活性化に

期待できるため

人手不足が解消され
自社の従業員の業務負担を

軽減できるため

社会人としての基礎スキルや
職務に必要な職業能力を持った

人材を確保できるため

自社の従業員への刺激になり
業務改善や職場活性化を

期待できるため

新たに採用するよりも
人材育成のコストを

抑制できるため

出向先での新しい仕事の経験が
キャリアアップ・能力開発に

つながった

出向元での雇用が
維持されているので

安心して働くことができた

これまで通りの収入を
確保できたため

生活面の安定がはかられた

59 ％

52 ％

57 ％

46 ％

38 ％

42 ％

38 ％

63 ％

75 ％

56 ％

50 ％
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CHAPTER

3 SO
U

M
U

 n
o 

M
A

N
U

A
L

SO
U

M
U

 n
o 

M
A

N
U

A
L

出向元、出向先、従業員の3者間で労働条件（就業規則、出向契約、給与、保険等）を
明確にしておくことが、従業員シェアの大きなポイントとなります。

手順を見ていきましょう。

従業員シェアの
準備内容と留意点

■■  

従
業
員
シ
ェ
ア
の
準
備

　
　
　

　

 

〈
出
向
元 

⬆⬇ 
従
業
員
〉

１ 

個
別
的
同
意
や
自
社
就
業
規
則
等
の

 　

規
定
化
、
労
使
の
話
し
合
い

在
籍
型
出
向
を
命
じ
る
に
は
、
従
業
員
の

「
個
別
的
同
意
を
得
る
」
か
、「
出
向
先
で
の

賃
金
・
労
働
条
件
、
出
向
の
期
間
、
復
帰
の

仕
方
な
ど
が
『
就
業
規
則
や
労
働
協
約
等
』

に
よ
っ
て
労
働
者
の
利
益
に
配
慮
し
て
規

定
化
さ
れ
て
い
る
」
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
就
業
規
則（
出
向
規
程［
例
］）」（
七
四
ペ
ー

ジ
付
録
）
を
参
考
に
規
定
化
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

な
お
、
社
内
規
定
で
従
業
員
に
出
向
を
命

じ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
出

向
の
必
要
性
、
対
象
労
働
者
の
選
定
に
関
す

る
事
情
等
に
照
ら
し
て
、
そ
の
権
利
を
濫
用

し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
命

令
は
無
効
（
労
働
契
約
法
第
一
四
条
）
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
出
向
の
際
は
、
そ
の
必

要
性
や
出
向
期
間
中
の
労
働
条
件
等
に
つ
い

て
、
労
使
で
よ
く
話
し
合
い
従
業
員
の
個
別

的
同
意
を
得
る
こ
と
が
ト
ラ
ブ
ル
回
避
（
納

得
性
を
得
る
）
の
勘
ど
こ
ろ
で
す
。

　

 

〈
出
向
元 

⬆⬇ 
出
向
先
〉

２ 

双
方
で
出
向
契
約
を
締
結

出
向
元
と
出
向
先
で
出
向
条
件
を
定
め
ま

す
。
条
件
の
決
定
は
図
表
4
の
よ
う
に
解
釈

す
る
の
が
合
理
的
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
こ

れ
を
踏
ま
え
、
出
向
元
と
出
向
先
で
、
七

五
、
七
六
ペ
ー
ジ
付
録
を
参
考
に
出
向
契
約

を
取
り
交
わ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

　

 

〈
出
向
先 

⬆⬇ 
従
業
員
〉

３ 

出
向
期
間
中
の
労
働
条
件
等
の
明
確
化

出
向
者
の
出
向
先
で
の
労
働
条
件
、
出
向

元
で
の
身
分
等
の
取
り
扱
い
は
、
出
向
元
、

出
向
先
、
出
向
者
の
三
者
間
の
取
り
決
め
に

よ
り
ま
す
。
取
り
決
め
ら
れ
た
権
限
と
責
任

に
よ
り
出
向
元
・
出
向
先
が
、
出
向
者
に
対

し
、
労
働
基
準
法
等
に
お
け
る
使
用
者
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

労
働
条
件
は
、
労
働
基
準
法
に
よ
り
以
下

の
項
目
（
七
〇
ペ
ー
ジ
図
表
5
）
に
つ
い
て

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

労
働
条
件
は
、
出
向
に
際
し
て
出
向
先
が
労

働
者
に
明
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
出

向
元
が
出
向
先
に
代
わ
っ
て
明
示
し
て
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　 

給
与
に
関
す
る
税
務
、

■■  

社
会
保
険
・
労
働
保
険
の

　 

取
り
扱
い

出
向
者
の
給
与
に
関
す
る
税
務
や
社
会
保

険
・
労
働
保
険
に
お
け
る
取
り
扱
い
は
、
七

四
～
七
六
ペ
ー
ジ
付
録
の
記
載
例
「
就
業
規

則（
出
向
規
程［
例
］）」
第
七
、八
条
、「
出
向

契
約
書（
例
）」
第
七
条
、
九
～
一
〇
条
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
出
向
者
の
給
与

は
、
出
向
元
と
出
向
先
に
よ
り
決
定
し
ま
す

が
、
支
給
方
法
は
主
に
以
下
の
方
法
に
な
り

ま
す
。

  

●   

出
向
先
が
出
向
者
に
直
接
支
給

  

●   

出
向
先
が
出
向
元
に
対
し
て
給
与
負
担
金

　

を
支
払
い
、
出
向
元
が
出
向
労
働
者
に

　

支
給

１ 

法
人
税
法
上
の
取
り
扱
い　

　

 

※
照
会
先
：
所
轄
税
務
署

出
向
者
給
与
は
、
法
人
税
法
上
以
下
の
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

（
１
）
出
向
先
が
出
向
元
に
対
し
て
支
払
う
給

　
　

与
負
担
金
は
、
出
向
先
の
給
与
と
し
て

　
　

取
り
扱
う
（
法
基
通
９-

２-

45
）。

4 出向元・出向先の条件

労働者の地位にかかわる
権利義務

●　解雇権
　（諭旨解雇や懲戒解雇を含む）

●　復帰命令権

就労にかかわる権利義務

●　労務提供請求権
●　指揮命令権

出向元企業に残る
権利義務

出向先企業に移る
権利義務
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CHAPTER 3 従業員シェアの準備内容と留意点

　
　

基
礎
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
賃
金
支
払

　
　

い
を
い
ず
れ
か
一
方
の
企
業
に
集
約
す

　
　

る
こ
と
が
実
務
上
望
ま
し
い
処
理
方
法

　
　

と
い
え
る
。

３ 

労
災
保
険

　

 

※
照
会
先
：
所
轄
労
働
局
・

　
　
　

                 

所
轄
労
働
基
準
監
督
署

　

出
向
者
が
出
向
先
組
織
に
組
み
入
れ
ら

れ
、
出
向
先
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
働
く
場

合
、
出
向
元
で
支
払
わ
れ
て
い
る
賃
金
も
出

向
先
で
支
払
わ
れ
て
い
る
賃
金
に
含
め
て
計

算
し
、
出
向
先
で
労
災
保
険
を
適
用
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
労
働
保
険
年
度
更
新
の

際
、
こ
の
点
間
違
わ
な
い
よ
う
に
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

４ 

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険

　

 

※
照
会
先
：
所
轄
年
金
事
務
所
・

　
　
　
　
　
　

 

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て

は
、
以
下
に
留
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
１
）
出
向
者
は
、出
向
元
か
出
向
先
の
う
ち
、

　
　

使
用
関
係
が
あ
り
報
酬
が
支
払
わ
れ
て

　
　

い
る
企
業
（
一
方
ま
た
は
双
方
）
で
厚

　
　

生
年
金
保
険
・
健
康
保
険
の
適
用
を
受

　
　

け
る
。

（
２
）
出
向
元
と
出
向
先
の
双
方
で
被
保
険
者

　
　

と
な
る
場
合
は
、
出
向
者
が
選
択
し
た

　
　

事
業
所
を
主
た
る
事
業
所
と
し
て
、
二

　
　

以
上
事
業
所
勤
務
届
を
主
た
る
事
業
所

　
　

を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
・
健
康
保
険

　
　

組
合
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
出
向
者
の
給
与
を
出
向
元
が
全
額
負
担

　
　

し
出
向
先
が
負
担
し
な
か
っ
た
場
合
、

　
　

出
向
先
が
負
担
す
べ
き
給
与
は
出
向
元

　
　

か
ら
出
向
先
に
対
す
る
経
済
的
利
益
の

　
　

無
償
の
供
与
に
該
当
す
る
の
で
、
出
向

　
　

元
に
お
い
て
寄
附
金
課
税
の
対
象
と
な

　
　

る
（
法
人
税
法
第
三
七
条
）。

（
３
）
出
向
元
給
与
水
準
が
出
向
先
給
与
水
準

　
　

よ
り
高
く
、
出
向
元
で
そ
の
差
額
を
補

　
　

て
ん
す
る
場
合
、
出
向
元
が
出
向
者
に

　
　

対
し
て
支
給
し
た
差
額
補
て
ん
給
与
額

　
　

は
、
出
向
期
間
中
で
あ
っ
て
も
出
向
元

　
　
の
損
金
額
に
算
入
さ
れ
る（
法
基
通
９-

　
　
２-

47
）。

２ 

雇
用
保
険

　

 

※
照
会
先
：
所
轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

雇
用
保
険
に
つ
い
て
は
主
に
下
記
三
つ
が

ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

（
１
）
出
向
元
と
出
向
先
双
方
と
雇
用
関
係
が

　
　

あ
る
出
向
者
は
、
出
向
者
が
主
た
る
賃

　
　

金
を
受
け
て
い
る
方
の
雇
用
関
係
に
つ

　
　

い
て
の
み
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と

　
　

な
る
。

（
２
）
出
向
者
が
出
向
先
で
雇
用
保
険
の
被
保

　
　

険
者
と
な
る
場
合
、
出
向
元
で
は
資
格

　
　

喪
失
手
続
き
、
出
向
先
で
は
資
格
取
得

　
　

手
続
き
が
必
要
に
な
る
。

（
３
）
出
向
者
が
失
業
し
た
場
合
、
失
業
等
給

　
　

付
の
基
本
手
当
は
雇
用
保
険
の
被
保
険

　
　

者
と
な
っ
て
い
る
企
業
の
賃
金
の
み
が

SOUMU no MANUAL

5 明確にすべき労働条件

① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準（期間の定めのある労働契約であって労働契約の期間の満了後に、

 その労働契約を更新する場合があるときに限る）
③ 就業の場所、従事すべき業務
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させ

 る場合における就業時転換に関すること

⑤ 賃金※の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給に関すること
 ※退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く

⑥ 退職に関すること（解雇の事由を含む）

⑦ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払い方法や支払時期
⑧ 臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額
⑨ 労働者に負担させる食費、作業用品など
⑩ 安全・衛生
⑪ 職業訓練
⑫ 災害補償、業務外の傷病扶助
⑬ 表彰・制裁
⑭ 休職に関する各事項

①～⑥（⑤の昇給を除く）
原則、書面交付にて明示。従業員が希望した場合、FAX や電子メール等（出力にて書面作成できる方法）で明示可。

⑦～⑭を定めた場合、書面交付義務はないが明示する必要あり。
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■■  

支
援
制
度
や
助
成
金
等
の
活
用

従
業
員
シ
ェ
ア
の
相
手
先
（
マ
ッ
チ
ン
グ

企
業
）
は
ど
の
よ
う
に
見
つ
け
た
ら
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。
従
業
員
シ
ェ
ア
を
実
施
し
た

企
業
（
出
向
元
・
出
向
先
）
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
（
二
〇
二
一
年
八
月
厚
生
労
働
省

調
べ
）
を
見
て
み
る
と
、
も
と
も
と
取
引
関

係
が
あ
っ
た
企
業
が
約
半
数
。
そ
の
他
公
的

機
関
か
ら
の
紹
介
が
約
二
割
程
度
で
し
た
。

政
府
は
雇
用
の
維
持
に
向
け
て
企
業
の
雇
用

シ
ェ
ア
を
推
進
す
る
べ
く
、
支
援
策
の
拡
充

（
次
の
無
料
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
等
）
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
条
件
を
満
た
す
こ
と
で
、
出
向
で
活

用
で
き
る
各
種
助
成
金
や
法
人
税
等
の
税
額 

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■■  

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援

１ 

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

    

（
全
国
四
七
都
道
府
県
）

  

「
失
業
な
き
労
働
移
動
」
の
実
現
に
向
け

て
、
企
業
間
の
出
向
や
移
籍
を
支
援
す
る
公

益
財
団
法
人
（
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
）

の
存
在
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

全
国
四
七
都
道
府
県
に
事
務
所
が
あ
り
、

出
向
元
・
出
向
先
双
方
に
対
し
て
出
向
の
マ

ッ
チ
ン
グ
が
無
料
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
（
図

表
6
）。
設
立
以
来
、
二
一
万
件
以
上
の
出

向
・
移
籍
の
成
立
実
績
が
あ
り
、
そ
の
他
出

CHAPTER

4

SO
U

M
U

 n
o 

M
A

N
U

A
L

従業員シェアを実施する際に、
活用できる支援制度や助成金などが用意されています。

相談窓口等を確認しておきましょう。

従業員シェアの支援制度

6 産業雇用安定センターの支援

送出のニーズの高い業界団体 受け入れニーズの高い業界団体

感染症の影響により
雇用維持に苦慮する業界

受け入れ先企業の
情報提供要請

出向に関する
情報提供

人材受け入れ情報

人材受け入れ
情報

人材送出情報

人材送出情報

感染症の影響により
人手不足が生じている業界

人
材
送
出
情
報 

人
材
受
け
入
れ
情
報 

出
向
に
関
す
る
情
報
提
供

出
向
に
関
す
る
情
報
提
供

傘下の企業

ホテル・旅館業
一般旅客運送業
（観光バスなど）

飲食店
アパレル・雑貨小売店

食品製造業

傘下の企業

陸上貨物運送業
スーパーマーケット

ホームセンター
IT企業
倉庫業

などなど

公
益
財
団
法
人 

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

47都道府県に
地方事務所

出向のマッチング
委託訓練・ガイダンスの実施

事業主団体
労働組合

社会保険労務士
などと連携

ハローワーク・労働局
地方自治体

連携協定を締結した
金融機関

などと連携

出所：産業雇用安定センターホームページ
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向
契
約
の
サ
ポ
ー
ト
も
し
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

２ 
地
域
在
籍
型
出
向
等
支
援
協
議
会

    

（
全
国
四
七
都
道
県
）

全
国
四
七
都
道
府
県
に｢

地
域
在
籍
型
出

向
等
支
援
協
議
会｣
が
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
各
地
域
の
雇
用
情
勢
、
出
向
元
や
出
向

先
企
業
の
情
報
・
開
拓
、
関
係
機
関
の
連

携
、
在
籍
型
出
向
の
ノ
ウ
ハ
ウ
・
好
事
例
共

有
、
各
種
出
向
支
援
策
等
の
支
援
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
表
7
）。
厚
生
労
働

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｢

在
籍
型
出
向
支
援｣

に
、
各
都
道
府
県
労
働
局
在
籍
型
出
向
支
援

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ン
ク
一
覧
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

■■  

助
成
金
の
活
用

 

　 （
厚
生
労
働
省
）

１ 

産
業
雇
用
安
定
助
成
金

    

（
都
道
府
県
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
事
業
活
動
の
一
時
的
な
縮
小
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
企
業
が
、「
出
向
」
に
よ
り
労
働

者
（
雇
用
保
険
被
保
険
者
）
の
雇
用
維
持
を

は
か
る
場
合
、
出
向
元
と
出
向
先
の
双
方
の

企
業
に
対
し
て
、
出
向
に
要
し
た
賃
金
や
経

費
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す
。
出
向
元
と
出

向
先
が
支
給
申
請
を
行
い
そ
れ
ぞ
れ
へ
支
給

さ
れ
ま
す
（
申
請
手
続
き
は
出
向
元
が
行
い

ま
す
）。

（
１
）
出
向
運
営
経
費
（
出
向
中
に
要
す
る
経

　
　

費
の
一
部
を
助
成
）（
図
表
8
）

　

出
向
元
と
出
向
先
が
負
担
す
る
賃
金
、
教

7

8

地域在籍型出向等支援協議会の支援

出向運営経費

出向先企業

9/10

1万2,000円／日
（出向元・先の計）

助
成
率

3/4出向元が労働者の解雇等を行っていない場合

      たとえば……　
1日当たりの賃金が9,000円の社員をA社（中小企業）から

B社（中小企業）に出向させた場合（A社が社員の解雇などを行っていない場合）

地域の関係機関が連携して
在籍型出向を支援

在籍型出向

上限額（1 人１日当たり）

出向元 出向先

4/5出向元が労働者の解雇等を行っている場合 2/3

※ 独立性が認められない企業間の助成率  中小企業 2/3、中小企業以外1/2

中小企業
※ ※ 

中小企業以外  

出向元企業

出向運営経費（出向元賃金負担）　

3,600円

産業雇用安定助成金 ▶

3,240円

実質負担 ▶             　360円 実質負担 ▶             　840円

産業雇用安定助成金 ▶　　　　　　

7,560円

出向運営経費   8,400円

出向先賃金負担5,400円、教育訓練および
労務管理に関する調整経費など3,000円

9-
10

1-
10

9-
10

1-
10

都道府県
・

市町村

経済団体

関係省庁 社労士会

産業雇用
安定センター

労働組合

労働局

金融機関

Ａ社 Ｂ社

出典：株式会社日本医療企画『厚生労働』（2021年6月号特別企画）

出所：「在籍型出向『基本がわかる』ハンドブック（第2版）」（厚生労働省）
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か
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率
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部
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獲
得
や
、
厳
し
い
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用
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勢
の
中
で
の
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用
の
維
持
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の
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の
在
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型
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向
の
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れ
、
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、
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の
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額
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除
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置
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講
じ
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て

い
ま
す
。

参考資料

● 在職型出向支援
 （厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/
page06_00001.html#a8

● 在籍型出向 ｢基本がわかる｣
　ハンドブック（第２版）    

 （厚生労働省）　                                       
https://www.mhlw.go.jp/content/
000739527.pdf

● ～コロナ禍で活用が進む～
　雇用シェア（在籍型出向）とは？

 （東京商工会議所）

https://www.tokyo-cci.or.jp/seisaku/topics/
koyoshare/

● 産業雇用安定センター
http://www.sangyokoyo.or.jp/

● 「人材確保等促進税制」
　 御利用ガイドブック

 （経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/
jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/
jinkakuzeiseiguidebook20210830.pdf

9

10

出向初期経費

人材確保等促進税制

各10万円／１人当たり（定額）

2021年4月1日から2023 年3月31日
までの間に開始する各事業年度

助成額

適用期間

適用要件

通常要件

新規雇用者
給与等支給額が、
前年度より2％以上
増えていること

教育訓練費の額が、
前年度より20％以上
増えていること

税額控除

税額控除額は
法人税額等の
20％が上限

各5 万円／１人当たり（定額）

※ 以下の場合、助成額の加算があります。
●　出向元企業が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業で
　　　ある場合
●　出向先企業が労働者を異業種から受け入れる場合

※  用語の定義は〈参考資料〉の「『人材確保等促進税制』御利用ガイドブック」
　  （経済産業省）にて確認ください。

加算額 ※ 

出向元

青色申告書を提出する全企業

出向先

適用対象

控除対象新規雇用者
給与等支給額の15％を
法人税額等から控除

通常要件

控除対象新規雇用者
給与等支給額の20％を
法人税額等から控除

上乗せ要件

上乗せ要件
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1就業規則（出向規程）（例）

（ 目的 ）
第１条　本規程は、当社就業規則第○条の規定に基づき、当社の労働者を出向させる場合の取り扱いについて定めたものである。

２　当社における出向は、出向先への経営・技術の指導、人材のキャリア形成、出向先との人事交流、雇用調整等を目的とする。

（ 適用 ）
第２条　本規程は、当社の無期契約労働者に適用する。

（ 定義 ）
第３条　本規程において、出向とは当社の労働者が当社に在籍したまま、出向先の業務に従事することをいう。

２　本規程において、出向先とは、関係会社、業務提携会社、関係団体その他当社指定の企業や団体等をいう。

３　本規程において、出向者とは、当社就業規則に基づき出向先に出向する者をいう。

（ 出向準備等 ）
第４条　当社の労働者に対して出向を命じる場合には、事前に当該労働者に対し、出向の目的、出向先の名称および勤務地、出向期間、

出向先の業務の内容、出向先の労働条件その他必要な事項について説明を行うものとする。

（ 出向期間 ）
第５条　出向者の出向期間は、○年を超えない範囲で当社が個別に決定した期間とする。ただし、出向目的の達成状況や業務上の必要に

応じ、出向期間を短縮または延長することがある。

（ 出向期間中の当社内の取り扱い ）
第６条　出向期間中の当社における出向者の身分については、当社総務部付とした上で休職扱い（以下「出向休職」という。）とする。ただ

し、出向者の出向期間は当社の勤続年数に通算する。

２　出向期間中の当社における出向者の人事評価については、出向先の勤務状況に基づいて当社総務部が行う。また、出向期間中の当社

における出向者の昇進および昇給については、当社に勤務した場合と同等に取り扱う。

３　出向者は、出向期間中に住所、連絡先、氏名、家族その他当社の人事管理上必要とする事項に変更が生じた場合は、当社の定めると

ころにより当社に届け出なければならない。

（ 出向者の労働条件等 ）
第７条　出向者の労働時間、休憩、休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生ならびに出向先での配置転換および出

張については、出向先の定めるところによるものとする。また、年次有給休暇は当社の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第

39条第７項の規定に基づく使用者の年次有給休暇の時季指定義務は出向先が出向先の定めるところにより履行するものとする。なお、出

向先の労働時間、休日、休暇の労働条件が当社のものよりも不利益となる場合は、その不利益を解消するよう必要な措置を講じるものと

する。また、出向者は、出向期間中においても当社の福利厚生制度を利用できるものとする。

２　出向者の表彰および懲戒については、出向先の定めるところにより出向先が行うものとする。また、諭旨解雇および懲戒解雇につい

ては、当社の定めるところにより当社が行うものとする。

３　出向者の休職、退職および普通解雇については、当社の定めるところによる。なお、出向者が出向期間中に休職（出向休職を除く。

以下同じ。）、退職または解雇（懲戒処分としての解雇の場合を含む。以下同じ。）する場合は、当社に復職させた上で休職もしくは退職

させ、または解雇するものとする。

４　出向者の賃金（時間外、休日および深夜労働に対する割増賃金を含む。）については、当社の定めるところにより当社が支払うもの

とする。ただし、通勤費、交通費および出張費については、当社と出向先間で別途合意したところによるものとする。

（ 社会保険等 ）
第８条　出向期間中の出向者の健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険の適用は、原則として引き続き当社において行うものとする。

ただし、法令に従って異なる取り扱いがなされる場合は、この限りでない。

２　出向期間中の出向者の労働者災害補償保険の適用は、出向先において行うものとする。

（復職）
第９条　出向者が次の各号に該当した場合、当社は当該出向者に対して復職を命じる。

(1)　出向期間が終了したとき

(2)　出向の目的を達成したときまたは出向の目的が消滅したとき

(3)　心身の故障等出向先での労務提供が困難なとき

(4)　当社の休職事由、普通解雇事由、懲戒事由に該当したとき

(5)　出向期間中に当社を退職するとき

(6)　前号に掲げる事由のほか復職させるべき理由があるとき

２　復職を命じられた出向者はこれに従わなければならない。

３　当社への復職後の出向者の所属は、業務上の都合もしくは出向者の能力、経験、技能、希望等を総合的に勘案の上決定する。

（ その他 ）
第10条　出向の取り扱いについて本規程に定めのない場合は、その都度当社において必要な措置を講じるものとする。

附　 則　本規程は　　　　年　　　　月　　　　日より施行する。

※ ｢在職型出向『基本がわかる』ハンドブック（第2版）」（厚生労働省）記載例を筆者一部加工
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2出向契約書（例）

○○○○株式会社 ( 以下「甲」という。) と○○○○株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の労働者を乙に出向させるに際し、その取り扱

いについて下記の通り契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（ 定義 ）
第１条　本契約において、出向とは甲の労働者を甲に在籍させたまま、乙の労働者として乙の業務に従事させることをいう。

２　本契約において、出向者とは、乙に出向する甲の労働者をいう。

（ 出向元および出向先の名称および所在地 ）
第２条　出向元（甲）と出向先（乙）の名称および所在地は以下の通りである。

出向元（甲）○○○○株式会社　○○県○○市○○丁目○番○号

出向先（乙）○○○○株式会社　○○県○○市○○丁目○番○号

（ 出向者および出向期間 ）
第３条　出向者および出向期間は以下の通りとする。なお、出向期間の短縮または延長をしようとする場合は、甲乙協議の上、書面によ

る合意により決定し甲は決定内容を出向者に通知するものとする。

出向者　　○○○○

出向期間　令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日（○年間）

（ 出向形態等 ）
第４条　出向者は、出向期間中、甲の労働者として甲に在籍したまま乙の指揮命令下において乙の業務に従事する。

２　出向者は、出向期間中、甲において休職扱いとする。ただし出向期間は甲の勤続年数に通算する。

（ 二重出向の禁止 ）
第５条　乙は、出向者を乙以外の会社へ出向させてはならない。

（ 出向者の業務等 ）
第６条　乙における出向者の勤務地、所属、役職および業務内容は以下の通りとする。なお乙は、これらの事項を変更する場合は、甲の

事前の書面または電子メールによる承諾を得るものとする。

勤務地○○○○　所属○○○○　役職○○○○　業務内容○○○○

２　乙は、甲指定の方法により、出向者の勤務状況（その他甲指定事項含む）を翌月○日までに甲に報告するものとする。

（ 出向者の労働条件等 ）
第７条　出向者の労働時間、休憩、休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生ならびに乙での配置転換および出張に

ついては、乙の定めるところによるものとする（ただし、出向者が出向期間中に甲の福利厚生制度を利用することを妨げない。）。なお、

年次有給休暇は甲の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第 39 条第７項の規定に基づく使用者の年次有給休暇の時季指定義務は

乙が負うものとし、その取り扱いについては乙の定めるところによるものとする。

２　出向者の表彰および懲戒については、乙の定めるところにより乙が行うものとする。また、諭旨解雇および懲戒解雇については、甲

の定めるところにより甲が行うものとする。

３　出向者の休職、退職および普通解雇については、甲の定めるところによる。

４　出向者の賃金（時間外、休日および深夜労働に対する割増賃金を含む。）については、甲の定めるところにより甲が出向者に直接支

払うものとする。ただし、通勤費、交通費および出張費については、乙の定めるところにより乙が出向者に直接支払うものとする。

５　乙は、出向時に出向者に対して労働条件を明示するものとする。ただし、甲は甲乙協議の上、乙に代わって出向者に対して労働条件

の明示を行うことができる

（ 安全衛生の措置等 ）
第８条　出向者に対する安全衛生の措置（定期健康診断その他の労働安全衛生法上の措置を含む。） は、乙の負担により乙が実施する。

（ 社会保険等 ）
第９条　出向期間中の出向者の健康保険、厚生年金保険、介護保険および雇用保険については、甲において被保険者資格を継続させ、そ

の事業主負担分の保険料は甲が負担する。

２　労働者災害補償保険については、乙において加入し、その保険料は乙が負担する。

（出向先の給与負担金等）
第10条　出向に伴う給与負担金として、甲が第７条の定めに基づき出向者に支払った賃金（時間外、休日および深夜労働に対する割増賃

金を含む。）に相当する額を乙が全額負担する。ただし、 月の途中に出向が開始しまたは終了した場合の当該月の給与負担金については

日割り計算とする。 

２　乙は、甲に対して、前項に定める給与負担金を当月末日までに甲の指定する下記銀行口座に振り込むものとする。なお、振込手数料

は乙の負担とする。

○○銀行　○○支店　普通○○○○○○○　○○○○株式会社

▼ 76ページへ続く
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（ 復職 ）
第11条　出向者が次の各号に該当した場合、甲は当該出向者に対して復職を命じるものとする。

(1) 出向期間が終了したとき

(2) 出向の目的を達成しまたは出向の目的が消滅したと甲が判断したとき

(3) 心身の故障等乙での労務提供が困難であると甲が判断したとき

(4) 甲の休職事由、普通解雇事由、懲戒事由に該当したと甲が判断したとき

(5) 出向期間中に甲を退職するとき

(6) 前号に掲げる事由のほか復職させるべき理由があると甲が判断したとき

（ 機密保持 ）
第12条 甲および乙は、本契約期間中に知り得た相手方の業務上の情報その他の機密情報（次の各号に該当するものを除く。以下「機

密情報等」という。）を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示または漏えいしてはならず、本契約

を履行する以外の目的に使用してはならない。

(1) 開示を受けた時点ですでに保有している情報

(2) 開示を受けた時点ですでに公知であった情報

(3) 開示の前後を問わずその責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

(4) 開示の前後を問わず正当な権利を有する第三者より適法に入手した情報

(5) 開示された情報に基づかずに独自に開発した情報

２　前項の規定にかかわらず、甲および乙は、裁判所または行政機関の命令、要請等により要求される場合には、当該要求に対応す

るのに必要な範囲で機密情報等を開示することができる。ただし、甲または乙は、当該要求を受けた旨を相手方に遅滞なく通知する

ものとする。

３　甲および乙は、機密情報等の滅失、毀損または漏えいのないようその責任において万全に機密情報等を保管するものとし、本契

約が終了した場合において、相手方から機密情報等について返却または破棄（電磁的記録の場合は削除）を指示されたときは、その

指示に従い返却または破棄（電磁的記録の場合は削除）をするものとする。

４　本条の規定は、本契約終了後もなお有効とする。

（ 個人情報 ）
第13条 甲および乙は、出向者の個人情報の取り扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律、関連法令およびガイドラインを遵

守し、当該個人情報の保護に努めるとともに、当該個人情報を出向者の雇用管理および業務に必要な範囲についてのみ使用し、当該

個人情報の滅失、毀損または漏えいのないよう必要かつ適切な措置を講じるものとする。

（ 有効期間 ）
第14条 本契約の有効期間は、第３条の規定に定める出向期間が終了するまでとする。

（ 合意管轄 ）
第15条 本契約に関する一切の紛争については○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（ 協議事項 ）
第16条 本契約の定めなき事項および本契約の解釈適用につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上誠意をもって解決にあたるものと

する。

２　本契約を変更する場合は、甲乙協議の上、書面による合意による。

本契約締結の証として本書２通を作成して甲乙記名押印の上各自１通保有する。

令和○○年○○月○○日

※ ｢在職型出向『基本がわかる』ハンドブック（第2版）」（厚生労働省）記載例を筆者一部加工

SOUMU no MANUAL

付録

2出向契約書（例）

甲　○○県○○市○○ ○丁目○番○号

　　○○○○○株式会社

　　代表取締役 ○○○○ ㊞

乙　○○県○○市○○ ○丁目○番○号

　　○○○○○株式会社

　　代表取締役 ○○○○ ㊞

P74「就業規則（出向規程）（例）」と P75、76 の「出向契約書（例）」は、「月刊総務マーケット」（https://www.g-soumu.com/products）の
「資料・データ」にてダウンロードが可能です。併せてご活用ください。


